
 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険率は、雇用保険の財政状況により毎会計年度、見直しが行われて

います。法令では原則の雇用保険料率を定めつつ、弾力条項により毎年度の

雇用保険料率を変更していますが、令和 8 年度の雇用保険料率については、

図表のように令和 7 年度より引き下げとなることが公表されました。 

 

給与計算や年度更新の際に誤りのないように気を付けましょう。 

 

 

 

失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに 5／1,000 に

変更されます。（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は 6／1,000 に変

更）  

雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き 3.5／1,000 で

す。（建設の事業は 4.5／1,000）。 
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4 月からの健康保険被扶養者の認定基準の変更（Ｑ＆Ａ追加） 
 

2026 年 4 月 1 日から健康保険の被扶養者について、給与収入のみである家族の認定基準が変更になります。 

 

年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の

収入の見込みにより判定していますが、認定日が 2026 年 4 月 1 日以降となる場合には、労働契約で定められた賃

金から見込まれる年間収入（他の収入が見込まれない場合）より判定されることになります。しかし、その実務は不

透明な点がありました。 

 

これに関連し、2026 年 3 月 9 日に厚生労働省保険局保険課と厚生労働省年金局事業管理課から「労働契約内容に

よる年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係る Q&A（第 2 版）につい

て」という事務連絡が全国健康保険協会等に発出されました。 

 

これはすでに公開されていた Q&A に新たな項目が追加され、また、すでにある Q&A に補足がされたものです

が、例えば、以下のような給与収入が判然としない労働条件通知書等の場合の対応が明記されました。 

 

 

 

Q2-2 労働契約内容により年間収入が判定できない場合（例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が

不明確な場合、契約期間が 1 年に満たない場合等）にはどのように年間収入を判定すべきか。 

 

A2-2  労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税（非課税）証明書等によ

り年間収入を判定することとなります。 

 

 

 

 

ひらたコラム 
天気・気温・体調良好と三拍子そろったので、さっそく「広島南アルプス縦走」

チャレンジしてきました。広島市安佐南区の JR 大町駅をスタートし、西区の JR

新井口駅まで約 13 の山を登頂する、総歩行距離 18km、総獲得標高 1,500m の道の

りです。山頂と山頂の間は尾根を歩くのですが、当然ながら平らな場所は少なく、

常に登るか降るかの繰り返し。左右には町が見えるのですが、辞め時もわからず、

最後は「クライマーズハイってこのこと？」と感じられる謎の精神状態に入り、

何とか明るいうちには下山できました。駅から駅まで 9 時間 56 分。足が棒を通

り越してもはや負傷。でも何が一番怖かったかって、これを「走って往復する人」

と何人もすれ違ったってこと…。世の中、上には上がいすぎじゃない？ 
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